
名　　称 支　援　内　容 適　用　条　件 担当課

・１世帯　10万円
災害により自己の居住の用に供
する住宅が全焼、全壊、又は流
失したとき

・１世帯　５万円
災害により自己の居住の用に供
する住宅が半焼、半壊、又は床
上浸水したとき

・１人　　10万円
災害により世帯に属する者が死
亡したとき、又は死亡したと推
定されるとき

・１人　　２万円
災害により世帯に属する者が1カ
月以上にわたり入院加療を必要
とする負傷をしたとき

災害弔慰金の支給
・死亡者が主たる生計者の場合　　　500万円
・その他の場合　　　　　　　　　　　　　250万円

災害救助法が適用された災害によ
り、死亡したとき

災害障害見舞金の
支給

・災害により障害者となった者が
　主たる生計者の場合　　　　　　　　250万円
・その他の場合　　　　　　　　　　　　　125万円

災害救助法が適用された災害によ
り、障害者となったとき

災害援護資金の貸
付

①1カ月以上の療養を必要とする世帯主の負傷が
あった場合
・家財の1/3未満の損害　　　　　　150万円
・家財の1/3以上の損害　　　　　　250万円
・住居が半壊　　　　　　　　　         270万円
・住居が全壊　　　　　　　　　　　　　350万円

②世帯主に負傷がない場合
・家財の1/3以上の損害　　　　　　　150万円
・住居が半壊　　　　　　　　　　       　170万円
・住居が全壊　　　　　　　　　       　　250万円
・住宅が滅失又は流失　　　　　　　　350万円

災害救助法が適用された災害によ
り、家財や住宅に被害を受けたとき

【基礎支援金】
住宅の被害程度に応じて支給する支援金

右記の
①、②、③の場合　100万円
　　④　　の場合　 50万円

（※1人世帯の場合は該当金額の3/4）

【加算支援金】
住宅の再建方法に応じて支給する支援金

右記①～④の世帯の方が
ア．住宅を建設・購入した場合　200万円
イ．住宅を補修した場合　　　　100万円
ウ．住宅を賃借する場合　　　　 50万円

右記⑤の世帯の方が
ア．住宅を建設・購入した場合　100万円
イ．住宅を補修した場合　　　 　50万円
ウ．住宅を賃借する場合　　　　 25万円

（※1人世帯の場合は該当金額の3/4、
　２つ以上該当するときは金額が高いもの）

2026年度　地震災害に対する一宮市の支援制度

災害見舞金の支給

福祉総務課
28‐9015

被災者生活再建支
援金の支給

居住する住宅が

①全壊したとき

②半壊するなど倒壊の恐れがあ
り、解体が必要なとき

③居住不能な状態が長期間継続
するとき

④半壊するなど構造耐久上主要
な部分の補修を含む大規模な補
修が必要なとき

⑤半壊するなど居室の壁、床な
ど室内に面する部分の過半の補
修を含む相当規模の補修が必要
なとき

【2026.4.1現在】

・各支援の適用条件等についての詳細は、各支援の右記「担当課」に直接お問い合わせください。

・災害の規模等によって、適用できる支援制度は異なります。

・年度途中であっても、災害の規模等により内容が変更・追加されることがありますので、ご注意ください。



名　　称 支　援　内　容 適　用　条　件 担当課

障害者等に係る介
護給付費・訓練等
給付費・通所給付
費・地域生活支援
給付費利用者負担
額の減額

災害の発生した日以後１年間に限り、利用者負
担額を以下の基準により減額

支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合
計所得金額の合算額
【損害が概ね10分の3以上10分の5未満】
・500万円以下　　　　　　 50％減額
・500万円超750万円以下　　30％減額
・750万円超1,000万円以下　10％減額
【損害が概ね10分の5以上】
・500万円以下　　　　　　 70％減額
・500万円超750万円以下　　50％減額
・750万円超1,000万円以下　30％減額

災害により住宅又は家財の概ね
10分の3以上の損害を受けた方
で、支給決定障害者及び生計維
持者に係る前年の合計所得金額
の合算額が1,000万円以下

障害福祉課
28‐9134

あんしん介護予防
事業における事業
対象者のサービス
利用者負担額の減
額

災害の発生した日以後1年間に限り、利用者負
担額を以下の基準により減額

事業対象者被保険者等及び生計維持者に係る前
年の合計所得金額の合算額
【損害額10分の3以上10分の5未満】
・500万円以下　　　　　　　50％減額
・500万円超750万円以下　　 30％減額
・750万円超1,000万円以下　 10％減額
【損害額10分の5以上】
・500万円以下　　　　　　  70％減額
・500万円超750万円以下　　 50％減額
・750万円超1,000万円以下　 30％減額

災害により受けた損害額がその
財産等の10分の3以上で、第1号
被保険者及び生計維持者に係る
前年の合計所得金額の合算額が
1,000万円以下

高年福祉課
28‐9151

介護保険料の減免

災害の発生した日以後１年間に限り、介護保険
料を以下の基準により減免

第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合
計所得金額の合算額
【損害額10分の3以上10分の5未満】
・500万円以下　　　　　　　　50％減免
・500万円超750万円以下　　　 25％減免
・750万円超1,000万円以下　 12.5％減免
【損害額10分の5以上】
・500万円以下　　　　　　　 100％減免
・500万円超750万円以下　　　 50％減免
・750万円超1,000万円以下　　 25％減免

災害により受けた損害額がその
財産等の10分の3以上で、第1号
被保険者及び生計維持者に係る
前年の合計所得金額の合算額が
1,000万円以下

介護保険課
保険料・管理G
28‐9019

要介護・要支援認
定者のサービス利
用者負担額の減免

災害の発生した日以後1年間に限り、利用者負
担額を以下の基準により減免

要介護被保険者等及び生計維持者に係る前年の
合計所得金額の合算額
【損害額10分の3以上10分の5未満】
・500万円以下　　　　　　　50％減免
・500万円超750万円以下　　 30％減免
・750万円超1,000万円以下　 10％減免
【損害額10分の5以上】
・500万円以下　　　　　　  70％減免
・500万円超750万円以下　　 50％減免
・750万円超1,000万円以下　 30％減免

災害により受けた損害額がその
財産等の10分の3以上で、第1号
被保険者及び生計維持者に係る
前年の合計所得金額の合算額が
1,000万円以下

介護保険課
給付G
28‐9018



名　　称 支　援　内　容 適　用　条　件 担当課

①災害により死亡した場合、死亡した日以後に
到来する納期限に係る納付額の全額免除

②災害により障害者となった場合、障害者と
なった日以後１年以内に到来する納期限に係る
納付額の90％を減額

災害により死亡又は障害者と
なったとき

災害の発生した日から１年以内に到来する納期
限に係る納付額を以下の基準により減額

前年の合計所得金額
【損害額10分の3以上10分の5未満】
・500万円以下　　　 　  　 50％減額
・500万円超750万円以下　 　25％減額
・750万円超1,000万円以下 12.5％減額
【損害額10分の5以上】
・500万円以下　　　 　  　 全額免除
・500万円超750万円以下　 　50％減額
・750万円超1,000万円以下 　25％減額

災害により住宅や家財に著しい
損害（損害額が住宅又は家財の
価額の10分の3以上）を受けた方
で、前年の合計所得金額が1,000
万円以下

*床上浸水等も該当します。

事業所税の減額

※この支援は事業所が
対象です

被害を受けた事業所等の面積に係る資産割相当
額に、被害により休止した日の属する月から事
業を再開した日の属する月までの期間に係る月
数を課税標準の算定期間の月数で除して得た割
合を乗じて得た額を減額

災害により被害を受けた事業所
等であって、被害を受けたこと
により事業の用に供されていな
い期間があった事業者

市民税課
税制・諸税G
28‐9150

固定資産税の減額
被災した土地・家屋・償却資産に係る令和8年
度未到来納期分税額の40～100％を減額

災害により当該固定資産（土
地・家屋・償却資産）が受けた
損害が評価額の20～100％に相当
するとき
（別途、資産税課による現地調
査を実施する場合があります）

資産税課
28‐8966

死亡後に到来する納期限に係る納付額の100％
を減額

災害により納税義務者が死亡し
た場合

障害者となった日から１年以内に到来する納期
限に係る納付額の90％を減額

災害により納税義務者が障害者
となった場合

災害発生日から１年以内に到来する納期限に係
る納付額を以下の基準により減額

前年の世帯の合計所得金額
・500万円以下　　　　　　　30％減額
・500万円超750万円以下　　 20％減額
・750万円超1,000万円以下　 10％減額
＊減額割合は、被害の程度により引き上げあり

災害により住宅や家財に著しい
損害（損害割合が30％以上）を
受けた場合

＊住宅が床上浸水の被害を受
　けた場合も、該当します。

災害を受け死亡するまでの一部負担金の100％
を減額（減免を受けられる期間は最長3か月
間）

災害により世帯主が死亡した場
合

障害者となった日以降の一部負担金の90％を減
額（減免を受けられる期間は最長3か月間）

災害により世帯主が障害者と
なった場合

減免を受けられる期間は原則として申請した日
の属する月から3か月間
（災害の発生した日の属する月から6ヶ月以内
の申請に限る）

前年の世帯の合計所得金額
・500万円以下　　　　　　　30％減額
・500万円超750万円以下　　 20％減額
・750万円超1,000万円以下　 10％減額
＊減額割合は、被害の程度により引き上げあり

災害により住宅や家財に著しい
損害（損害割合が30％以上）を
受けた場合

＊住宅が床上浸水の被害を受
　けた場合も、該当します。

市県民税の減免
市民税課
個人市民税G
28‐8963

国民健康保険税の
減免

保険年金課
国民健康保険
税G
28‐9012

国民健康保険医療
費の一部負担金の
減免

保険年金課
国民健康保険
給付G
28‐9011



名　　称 支　援　内　容 適　用　条　件 担当課

後期高齢者医療保
険料の減額

被害を受けた月から１年間の月割保険料を以下
の基準により減額

・5割以上の被害　　　　　 全額免除
・2割以上5割未満の被害　　50％減額

災害により住宅や家財に著しい
損害を受けた方

＊減額の認定は、愛知県後期
　高齢者医療広域連合が行い
　ます。

後期高齢者医療費
の一部負担金の免
除

以下の基準により、一部負担金を免除
（被害を受けた日から、１年以内の申請に限
る。）

・5割以上の被害　　申請日から6か月間
・2割以上5割未満の被害
　　　　　　　　　 申請日から3か月間

災害により住宅や家財に著しい
損害を受けた方で、世帯主が市
民税を減免又は非課税の場合

＊免除の認定は、愛知県後期
　高齢者医療広域連合が行い
　ます。

国民年金保険料の
減免

第1号被保険者（農業、自営業者など）の国民
年金保険料を全額又は一部免除

免除された期間は、将来受取る年金額を計算す
る時に、全額免除は1/2、一部免除は5/8～7/8
を納付期間として反映

第1号被保険者の方で、災害によ
り住宅、家財、その他財産につ
いて、概ね1/2以上の損害を受け
た方

＊減免の認定は国が行います。

保険年金課
国民年金G
28‐9014

放課後児童クラブ
利用手数料の免除

災害の発生した日の属する月から1年間、放課
後児童クラブ利用手数料を免除

居住する家屋が、災害により半
壊、半焼、床上浸水以上の被害
を受けた場合

子育て支援課
入所・施設管
理G
28‐9022

児童扶養手当支給
制限の適用除外

災害の発生した日の属する月から翌年の10月ま
で、支給制限（一部又は全部支給停止）を適用
除外。ただし、法令で定める所得制限額以上で
受給した場合は返還

受給者又は扶養義務者の財産が
災害により、おおむね1/2以上の
損害を受けた場合

子育て支援課
手当G
28‐9023

住宅資金の貸付

災害時により特に必要と認められる場合
（補修、保全、増改築、建設、購入）

貸付限度額　2,000,000円

住宅の全焼、半焼、全壊、半
壊、崖崩れ、土砂崩れを受けた
とき

対象者：母子家庭の母、父子家
庭の父、寡婦

子ども家庭相
談課
ひとり親家庭
相談
28‐9133

保育料の減額

災害の発生した日の属する月から1年間、保育
料を以下の基準により減額

被災世帯の保育料の算定基となる年度の合計所
得金額
・500万円以下　　　　　　　  50％減額
・500万円超750万円以下　　   25％減額
・750万円超1,000万円以下　 12.5％減額

以下の要件をすべて満たす場合

・被害を受けた時点で入所
　している児童の世帯
・半壊以上
・被災世帯の保育料の算定
　基となる年度の合計所得
　金額が 1,000万円以下

その他、全壊の場合は合計所得
金額にかかわらず、100％減免

保育課
28‐9024

市営住宅の一時使
用

３か月間、一時使用が可能。
使用料は免除。（但し、光熱水費及び共益費は
入居者負担。）

居住する住宅が、当分の間、居
住不可能な状態であること（災
害救助法が適用されない災害に
限る）

住宅政策課
85‐7011

就学費用の援助
学校給食費、学用品費など小中学校の就学に必
要な費用の一部を援助

小中学校に通う児童生徒の世帯
で、災害により、市民税、固定
資産税、国民健康保険税、国民
年金保険料のいずれかの減免を
受けた場合

学校教育課
85‐7072

医療助成課
後期高齢者医
療G
28‐8985

市の各種支援を受けるには、災害調査が必要となる場合があります。

災害調査については、市活力創造部産業振興課（電話：28-9132）までご連絡ください。


